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聖籠町行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年４月２１日 

聖籠町長  渡邊 廣吉 

聖籠町規則第２５号 

聖籠町行政組織規則の一部を改正する規則 

聖籠町行政組織規則（平成１０年聖籠町規則第７号）の一部を次のように改

正する。 

第４条を削る。 

第５条中「第８条」を「第７条」に改め、同条第８号を削り、第９号を第８

号とし、第１０号を第９号とし、第１１号を第１０号とし、同条に次の３号を

加える。 

（１１） 介護支援専門員 

（１２） 健康運動指導士 

（１３） 社会福祉士 

第５条を第４条とする。 

第６条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とし、同条を

第５条とする。 

第７条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とし、同条を

第６条とする。 

第８条を第７条とする。 

第９条第２項中「第５条」を「第４条」に改め、同条を第８条とする 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（聖籠町個人情報保護条例施行規則の一部改正） 

２ 聖籠町保人情報保護条例施行規則（平成１６年聖籠町規則第１１号）の一

部を次のように改正する。 

第６条第１号中「第６条」を「第５条」に改める。 


